
30・2・1 4市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
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　医療費が高額になった場合は、各医療保
険から月額の限度額を超えた分を「高額療
養費」として支給しています。また、介護
サービス費用が高額になった場合は、介護
保険から月額の限度額を超えた分を「高額
介護サービス費」として支給しています。
　自己負担額をさらに軽減するために、同
じ世帯で１年間（８月～翌年７月）の各月に
支払った医療保険・介護保険の自己負担額
（高額介護サービス費、高額療養費の支給
対象分を除いた金額）の合計が年額の基準
額（下表）を超える場合に、超えた金額を
「高額医療・高額介護合算療養費等」とし
て支給しています。

　今回の支給対象期間（平成２８年８月～２９
年７月）に支給対象となる被保険者の方が
いる世帯に、２月ごろに勧奨通知を送付し
ます。
　支給時期は、４月以降となります。
 渇同じ世帯でも、国民健康保険・職場の
医療保険・後期高齢者医療保険では、それ
ぞれ別に自己負担額を計算します渇申請の
受付窓口は、平成２９年７月３１日時点で加入
していた医療保険となります
 保険年金課国民健康保険係（☎０４２－３８７
－９８３３）、保険年金課高齢者医療係（☎
０４２－３８７－９８３４）、介護福祉課介護保険係
（☎０４２－３８７－９８２２）

他

問

合算した場合の自己負担限度額（平成２８年８月～平成２９年７月。年額）
７０歳未満の方

医療保険（７０歳未満）と介護保険の合算所得区分（※１）
２１２万円ア　９０１万円超
１４１万円イ　６００万円超～９０１万円以下
 ６７万円ウ　２１０万円超～６００万円以下
 ６０万円エ　２１０万円以下
 ３４万円オ　住民税非課税

※１　国民健康保険加入者に限る。職場の医療保険に加入している場合は、加入している健康保険組合等に
お問い合わせください
７０歳以上の方

後期高齢者医療保険（７５歳以
上）と介護保険の合算

医療保険（７０～７４歳）と
介護保険の合算所得区分（※２）

６７万円６７万円現役並み所得者（課税所得１４５万円以上）

５６万円５６万円一般（課税所得１４５万円未満または基礎控除後の
所得２１０万円以下）

３１万円３１万円区分Ⅱ（住民税非課税）

１９万円１９万円区分Ⅰ（住民税非課税かつ世帯の所得が一定基準
以下）
※２　国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者に限る。職場の医療保険に加入している場合は、加入
している健康保険組合等にお問い合わせください

高額医療・高額介護合算制度
医療費・介護費の自己負担を軽減
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■募集区画等くりやま市民農園
（中町２－２２）＝４０区画、みどり
第２市民農園（緑町３－９）＝５１
区画※渇いずれも多数抽選渇１区
画約１２㎡渇休園中のくりやま市民
農園は４月１日再開予定
■利用期間４月１日～２０２０年３月
２３日
 市内に住所を有し、次の要件を
すべて満たしている世帯（市の公
簿等で要件の確認をします）渇耕
作できる土地を有していない世帯
渇平成３０年４月以降、市が開設し

対

ている市民農園・高齢者農園の利
用権を有していない世帯
 ６,６００円（年額）
 抽選結果は、３月上旬までにお
知らせします
 ２月７日（消印有効）までに、
往復はがき（１世帯１通）に希望
農園名・住所・世帯主の氏名（ふ
りがな）・生年月日・電話番号を
明記し、経済課産業振興係「市民
農園担当」（〒１８４－８５０４住所不要
☎０４２－３８７－９８８２）へ
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